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　１．平成２７年度都市局関係予算事業費・国費総括表

32,381 28,213

9,891 9,891

13,171 13,171

207,247 23,577

207,247 23,577

2,732 1,366

242,360 53,156

691 400

191 150

500 250

6,838 2,680

249,889 56,236合 計

土地区画整理事業資金融資（住宅対策）

一 般 公 共 事 業 計

災 害 関 係

都 市 災 害 復 旧 事 業

事　業　費 国　　費

都 市 環 境 整 備

う ち 国 営 公 園 維 持 管 理

特 殊 地 下 壕 等 対 策 事 業

行 政 経 費

区　　　　　　　分

市 街 地 整 備

 平 成 27 年 度
（Ａ）

Ⅰ．平成２７年度　都市局関係予算総括表

国 営 公 園 等

う ち 国 営 公 園 整 備
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（単位：百万円）

31,863 27,797 1.02 1.01

10,592 10,592 0.93 0.93

11,969 11,969 1.10 1.10

180,214 23,622 1.15 1.00

180,214 23,622 1.15 1.00

4,220 2,110 0.65 0.65

216,297 53,529 1.12 0.99

691 400 1.00 1.00

191 150 1.00 1.00

500 250 1.00 1.00

6,499 2,761 1.05 0.97

223,487 56,690 1.12 0.99

国　　費事  業　費

備　　　　　　　考

１．本表のほか、国費として、
　（1）社会資本整備総合交付金の全体額
　　　 901,805百万円がある。
　（2）防災・安全交付金の全体額
　　　 1,094,749百万円がある。

２．復興庁計上の国費として、
　（1）東日本大震災復興交付金の全体額
　　　 317,258百万円がある。
　（2）福島再生加速化交付金の全体額
　　　 105,570百万円がある。
　（3）社会資本整備総合交付金の全体額
　　　 117,132百万円がある。
　（4）国営追悼・祈念施設（仮称）整備事業
　　　 200百万円がある。
　（5）都市災害復旧事業
　　　 8,658百万円がある。

前   年   度
（Ｂ）

事業費

倍　　率
（Ａ／Ｂ）

国　費
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２．平成２７年度都市局関係財政投融資計画等総括表

（単位：百万円）

独立行政法人都市再生機構 87,796 110,818 0.79

財政投融資 27,700 40,500 0.68

　 財政融資資金 27,100 40,500 0.67

　 産業投資 600 0 皆増

　 政府保証債 0 0 -                

自己資金等 60,096 70,318 0.85

政府出資等 256 306 0.84

その他の自己資金等 59,840 70,012 0.85

一般財団法人民間都市開発推進機構 57,411 55,667 1.03

財政投融資 31,000 31,000 1.00

　 財政融資資金 0 0 -                

　 産業投資 0 0 -                

　 政府保証債 31,000 31,000 1.00

自己資金等 26,411 24,667 1.07

政府出資等 0 0 -                

その他の自己資金等 26,411 24,667 1.07

合　　　計 145,207 166,485 0.87

財政投融資 58,700 71,500 0.82

　 財政融資資金 27,100 40,500 0.67

　 産業投資 600 0 皆増

　 政府保証債 31,000 31,000 1.00

自己資金等 86,507 94,985 0.91

政府出資等 256 306 0.84

その他の自己資金等 86,251 94,679 0.91

備　　　　考区　　　　分
平 成 27 年 度

（ Ａ ）

前 年 度

（ Ｂ ）

倍 率

（ Ａ ／ Ｂ ）

１．独立行政法人都市再生機構の都市機能更新には、住宅局所管分を含む。なお、土地有効利用、防災公園街区整備及び
  まちなか再生・まちなか居住推進は、住宅局との共管である。また、産業投資600百万円については、当該機構が民間事
　業者とともに開発型ＳＰＣの組成・出資を行う場合に必要な資金として新たに措置。

２．一般財団法人民間都市開発推進機構のその他の自己資金等については、政府保証借入（5年未満）等である。

都 市 機 能 更 新

土 地 有 効 利 用

防 災 公 園 街 区 整 備

ま ち な か 再 生 ･

ま ち な か 居 住 推 進
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（単位：百万円）

1,595 1,595 1,453 1,453 1.10 1.10

都 市 局 1,486 743 3,464 1,732 0.43 0.43

住 宅 局 866 433 2,014 1,007 0.43 0.43

2,732 1,366 4,220 2,110 0.65 0.65

256 256 332 332 0.77 0.77

都 市 局 256 256 306 306 0.84 0.84

住 宅 局 - - 26 26 0.00 0.00

5,000 5,000 5,500 5,500 0.91 0.91

12,271 9,561 17,883 12,584 0.69 0.76

都 市 局 11,405 9,128 15,843 11,551 0.72 0.79

住 宅 対 策 分 2,732 1,366 4,220 2,110 0.65 0.65

都市環境整備分 8,673 7,762 11,623 9,441 0.75 0.82

住 宅 局 866 433 2,040 1,033 0.42 0.42

住 宅 対 策 分 - - 26 26 0.00 0.00

都市環境整備分 866 433 2,014 1,007 0.43 0.43

３．平成２７年度都市開発資金予算総括表

区　　　分
事業費
(A)

事業費
(C)

事 業 等 資 金 融 資

国費
(B)

0.432,352 1,176 5,478 2,739

用 地 先 行 取 得 資 金 融 資

市 街 地 再 開 発

事業費
(A/C)

0.43

国費
(D)

前 年 度平 成 27 年 度 倍  率

国費
(B/D)

土地区画整理事業資金融資

事 業 資 金 融 資
都 市 環 境 維 持 ・ 改 善

都市再生機構事業資金融資

民間都市開発推進資金融資

都 市 開 発 資 金 貸 付 金 計

0.37 0.37336 168 900 450
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４．平成２７年度行政経費予算総括表
（単位：百万円）

事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費

緑地環境の保全等の対策に必要な経費 157 157 158 158 0.99 0.99

明日香村歴史的風土創造的活用事業交付金 150 150 150 150 1.00 1.00

等

住宅・市街地の防災性の向上に必要な経費 3,496 716 721 339 4.85 2.11

都市安全確保促進事業 657 266 565 240 1.16 1.11

みどりの防災・減災対策推進事業 120 60 114 57 1.05 1.05

宅地の性能に関する情報提供についての検討調査 15 15 0 0 皆増 皆増

大都市部における避難・誘導インフラ整備方策検討調査 10 10 0 0 皆増 皆増

災害時業務継続地区整備緊急促進事業 2,677 348 0 0 皆増 皆増

等

景観に優れた国土・観光地づくりの推進に必要な経費 798 298 1,044 414 0.76 0.72

集約促進景観・歴史的風致形成推進事業 790 290 980 350 0.81 0.83

等

都市・地域づくりの推進に必要な経費 2,160 1,283 1,907 1,179 1.13 1.09

将来世代に引き継ぐ都市推進政策に係る検討調査 50 50 12 12 4.27 4.27

歴史的風致活用国際観光支援事業 260 120 0 0 皆増 皆増

集約型都市構造化推進調査 142 142 197 197 0.72 0.72

うち 集約型都市構造の推進に向けた合意形成手法に関する

検討調査 24 24 0 0 皆増 皆増

集約型都市構造の推進に向けた都市計画データの高度

化等検討調査 10 10 0 0 皆増 皆増

集約型都市形成のための計画的な緑地環境形成実証調

査 88 88 88 88 1.00 1.00

等

コンパクトシティ形成支援事業 561 263 542 253 1.03 1.04

都市の戦略的な国際展開に必要な経費 844 455 839 450 1.01 1.01

うち 国際的ビジネス環境等改善・シティセールス支援事業 689 300 689 300 1.00 1.00

環境共生型都市開発の海外展開に向けた調査 155 155 150 150 1.03 1.03

駐車場の技術基準に関する検討調査 30 30 30 30 1.00 1.00

等

その他（国土交通本省一般行政に必要な経費 等) 226 226 2,669 671 0.08 0.34

合計 6,838 2,680 6,499 2,761 1.05 0.97

（注１）本表のほか、国費として、地方整備局（建政部関係）25百万円がある。
（注２）本表における計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計した額と一致しない場合がある。

区 分

平成27年度(A) 前年度(B) 倍率(A/B）
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Ⅱ．主な新規・拡充制度等 

 

１．復興と国土強靱化に資する都市の防災・減災、老朽化対策 

 

 

 

東日本大震災により広範かつ甚大な被害を受けた市街地における住宅再建・復興まちづ

くりの加速化を図るため、各地方公共団体の作成する復興の工程表等に基づき、それぞれ

の地域のニーズに応じた事業手法（防災集団移転促進事業、土地区画整理事業、津波復興

拠点整備事業、市街地液状化対策事業等）を活用した市街地整備を着実に推進する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地区単位の詳細な工程表や民間住宅等用宅地の供

給予定時期・戸数を公表。 

○H24.12末時点のものより、四半期毎に更新し公表。 

（１）復興まちづくりの推進 

住住ままいいのの復復興興工工程程表表のの公公表表  

○防災集団移転促進事業における計画変更手続の簡

素化及び周知。 

○土地区画整理事業における地権者の同意による仮

換地指定前の早期工事着手（起工承諾）及び嵩上げ

等の工事の早期着手に向けた仮換地指定の特例的

取扱いに関する周知。 

○不明地権者の調査における司法書士や補償コンサ

ル等の活用に関する周知。 

加加速速化化にに向向けけたた関関連連のの主主なな取取組組  

復復興興整整備備のの進進捗捗状状況況  

○○防防災災集集団団移移転転促促進進事事業業  

○○土土地地区区画画整整理理事事業業  

□事業計画同意地区数 

：343 地区 

■着工地区数  

：325 地区  

H26.12 末時点 

■宅地引渡開始地区数（※2） 

：11 地区 

■着工地区数 

：48 地区 

計画地区数 ：343 地区 （※1） 

計画地区数 ：50 地区（※1） 

◆ 地震・地盤沈下、津波等による複合的な被災、多様な被災形態  

    （例）・被災地の大半が浸水し、都市機能のほとんどが壊滅  

       ・臨海部の産業基盤を中心に浸水し、後背地は残存   

       ・平野部の農地や沿岸集落が浸水  

◆ 被災面積、家屋数が膨大かつ広範  

・津波による被災市街地面積 ･･･ 約１１，８００ｈａ  

                          （阪神・淡路の被災面積約 300ｈａ）  

・被災家屋数  ･･･ ２５万棟以上（全壊：約１４万棟以上） 
         

【【参参考考】】住住ままいいのの再再建建にに関関すするる復復興興整整備備のの取取組組とと進進捗捗状状況況  

早期復興の実現に向け、引き続き強力に推進 

防災集団移転 

促進事業 
津波復興拠点 

整備事業 
土地の嵩上げ 土地区画整理事業 

被 災 前 
浸水区域 

浸水区域 

移転エリア 

0% 50% 100%

0% 50% 100%

■完了地区数 

：116 地区  

100%（同意） 

95%（着工） 

34%（完了） 

□事業認可地区数 

：50 地区 

■完了地区数 

：１地区 

100%（認可） 22%（引渡開始） 

96%（着工） 2%（完了） 

※1 住まいの復興工程表に基づく地区数 
※2 宅地の一部を使用収益開始した地区、 

保留地の一部を引き渡した地区 
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 ① 密集市街地における総合的防災対策の推進   

 

 大規模地震に伴い甚大な被害が想定される密集市街地においては、多数の関係者が存在

し高齢化も著しいことから、その改善に向けて地域の多様なニーズを踏まえた総合的な取

組が求められている。 

このため、密集市街地における延焼危険性の大きな要因となっている木造老朽建築物の

除却を都市防災総合推進事業の支援対象に追加する。 

併せて、地方公共団体や民間事業者等が連携し、密集市街地における避難路の確保等の

防災対策と子育て支援施設、福祉施設等の生活支援機能等の整備を総合的に行う支援制度

を創設する。 

  

国 費 防災・安全交付金（１０，９４７億円）の内数 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（２）密集市街地の早期改善 

◎ 地域の多様なニーズを踏まえた総合的な取組を重点的に推進することにより、密集市街地の早期改善

が図られる。 

施 策 効 果 

密集市街地における総合的防災対策（イメージ） 

多様な世帯の居住促進 
・子育て支援施設等の整備 

街区内部への建物更新
の連鎖 

・共同建替による不燃化 

・老朽建築物の除却 

・空地等の整備 

避難路沿道の不燃化 
・道路等の整備 

・沿道建築物の不燃化 

・沿道の耐震化 

避難地の確保 

・避難場所の整備 

地域の生活基盤の強化 

・サービス付き高齢者向け

住宅や福祉施設等の整備 

市街地開発事業の活用 
・公共施設の計画的整備や

建物更新等 

密集市街地に

おける延焼危

険性を低減 
除却 

密集市街地における老朽建築物の 
除却の推進（イメージ） 

老朽建築物 

- 7 -



 ② 公的不動産等を種地として活用した連鎖型再開発の推進  

 

 大規模地震等において甚大な被害が想定される密集市街地の改善に当たっては、公的不

動産等の大規模未利用地を種地として活用し、先行して再開発ビルの建設を行うことによ

って、通常必要となる従前居住者の仮移転を不要とするとともに、移転により生じる新た

な未利用地の活用を可能とすることで、次なる事業へ展開していくことが有効である。 

このような連鎖型の再開発事業等を推進するため、都市再開発支援事業により、地方公

共団体が実施する公的不動産等を種地として活用した連鎖型の再開発事業に係る計画等の

策定・コーディネートについて、支援の強化を行う。 

 

国 費 社会資本整備総合交付金（９，０１８億円）の内数 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※直接移転を可能にすることで、従前居住者の負担が軽減され、事業全体の合意形成が図りやすくなる。 

 

 

 

 ◎ 広範なエリアにおける多くの権利者を含めた合意形成や計画作成が促進され、密集市街地の改善が連

鎖的に展開される。 

施 策 効 果 

公的不動産等を種地として活用した連鎖型再開発のイメージ 

 

一般 

分譲床 
公的不動産

等の大規模

未利用地 

②転出 

①市街地再開発事業等により

大規模未利用地に先行して

再開発ビルを建設 

③新たな未利用地の創出 ④種地として活用し、次なる事業へ 

①公的不動産等の大規模未利用地

と周辺の密集市街地を一体的に

再開発し、高層マンション等を

建設  

②竣工後、地区内の密集市街地の

住民は、従前の土地･建物と等価

のマンション床に直接移転。マ

ンションへの移転を希望しない

者は、地区外へ転出  

③住民の移転により密集市街地内

に新たな未利用地を創出  

④新たな未利用地を種地として密

集市街地整備に活用 

 

②直接移転※ 
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k 

 

 

首都直下地震、南海トラフ巨大地震等の切迫性の高い大規模災害への備えとして国土の

強靭化を図るため、都市の防災対策を総合的に推進する必要がある。 

まず、人口・都市機能が集積する大都市の主要駅周辺等においては、大規模な地震が発

生した場合における滞在者等の安全の確保と都市機能の継続を図るため、官民協議会によ

る都市再生安全確保計画等の作成や計画に基づくソフト・ハード両面の取組に対する支援

を継続するとともに、特に緊急性が高い地域について、平成３０年度末までの期間に限り、

計画作成に係る補助率を２分の１から３分の２に嵩上げする等の措置を行い、計画策定を

促進する。併せて、地下街会社等が連携して取組む地下街防災対策についても支援を行う。 

 また、南海トラフ巨大地震の津波により甚大な被害が想定される地域において、都市計

画法に基づく一団地の津波防災拠点市街地形成施設の枠組みを活用し、災害時の都市の公

共公益機能の維持に向けた拠点市街地の整備を支援する。 

 
事業費 ６．６億円（１．１６倍）、国 費 ２．７億円（１．１１倍） 等 

 

 

 

 

 

 ◎ 国、地方公共団体、鉄道事業者、大規模ビル所有者等により構成される官民協議会による帰宅困難者

対策をより一層促進すること、津波に強い地域づくりを推進すること等により、首都直下地震、南海

トラフ巨大地震等対策が促進され、安心・安全な暮らしと持続可能な経済社会の基盤確保が図られる。 

施 策 効 果 

（３）首都直下地震、南海トラフ巨大地震等対策の推進 
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首都直下地震、南海トラフ巨大地震等の大規模災害発生時において、迅速な救助活動へ

の着手を可能とし、また、住民の安全確保を図るため、防災拠点・避難地等となる都市公

園の確保や機能の強化を推進する。 

また、公園利用者の安全確保を図るため、公園施設長寿命化計画等に基づく公園施設の

計画的かつ戦略的な維持管理・更新等の老朽化対策を推進する。 
 

国 費 防災・安全交付金（１０，９４７億円）の内数 等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防災・減災対策 

（４）都市公園における防災拠点機能等の強化及び老朽化対策の推進 

老朽化対策 

防災拠点・避難地等となる都市公園の確保や機能の強化を図る。 

公園施設長寿命化計画等に基づく公園施設の計画的かつ戦略的な維持管理・更新等の

老朽化対策を実施するとともに、地方公共団体の取組を支援する。 

防災拠点としての機能強化 

災害応急対策施設の整備等を行

い、防災活動拠点・広域避難場所

等としての機能を強化する。 

災害時における周辺住民や帰

宅困難者等の避難地等として

の整備を実施する。 

 

避難地の確保 

◎ 大規模災害発生時において防災拠点や避難地等となる都市公園の確保や機能の強化、公園施設の適切な

維持管理・更新を通じて安全な地域づくりが実現される。 

施 策 効 果 

老朽化した遊具 老朽化した建築物 老朽化した構造物 
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２．人口減少社会における個性あふれる地域の活性化 

 

 現状と課題  

 多くの地方都市では、これまで、都市への人口の流入等を背景として住宅や店舗

等の郊外立地が進み市街地が拡散してきたが、急速な人口減少に転じる中で、拡散

した居住者の生活を支える医療・福祉・子育て支援・商業等のサービスの提供が将

来困難になりかねない状況にある。 

 また、大都市では、郊外部を中心に高齢者（特に８５歳以上の高齢者）が急速に

増加することが予測される。これに伴い医療・介護の需要が急増し、医療・福祉サ

ービスの提供や地域の活力維持が満足にできなくなることが懸念される。 

 

 

 

 

 

 

ちょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大都市：急増する高齢者と福祉施設の不足 

 
 

■大都市圏における高齢者人口の推移
（２０１０年→２０４０年）

2010年 2040年 増加数 増加率

東京圏
65～84歳 653万人 850万人 197万人 1.3倍

85歳以上 79 万人 270 万人 190 万人 3.4倍

名古屋
圏

65～84歳 217 万人 252万人 35万人 1.2倍

85歳以上 29 万人 84 万人 55 万人 2.9倍

関西圏
65～84歳 374万人 412 万人 37 万人 1.1倍

85歳以上 48 万人 149 万人 101 万人 3.1倍

＊東京圏：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

＊名古屋圏：愛知県、岐阜県、三重県

＊大阪圏：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県

■平成３７年の介護保険施設利用者数（推計）と
施設定員数

376 

117 

222 

158 

61 
103 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

東京圏 名古屋圏 関西圏

利
用

者
数

・
定

員
（
千

人
）

平成37年施設利用者数(推計) 平成22年介護保険施設定員

H37
利用者

H22
定員

H37
利用者

H22
定員

H37
利用者

H22
定員

利用者数が定員
の２倍以上に

地方都市：拡散する市街地と人口の減少 
 

 （面積 単位：km2）
0 10 20 30 40 50

1970

2010

0 10 20 30 40

1970

2010

2040

県庁所在地の人口の推移
（三大都市圏及び政令指定都市を除く）

（人口 単位：万人）

（年）

県庁所在地のDID面積の推移
（三大都市圏及び政令指定都市を除く）

（年）

1970年→2010年

DID面積は倍増

〈１都市あたりの平均人口〉

1970年→2010年

人口は約２割増加

約40年前の

1970年と同水準

〈１都市あたりの平均DID面積〉
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 現行の政策パッケージ  

 人口減少・高齢社会の進展の中で、居住者の健康・快適な暮らしや持続可能な都

市経営が実現されるようにするためには、地方都市等においては一定エリアでの人

口密度を維持し、大都市等においては高齢者の増加に対応しつつ、都市機能（医療・

福祉・子育て支援・商業等）の計画的な配置、居住の誘導、公共交通の充実を図る

ことが求められる。 

 このため、平成２６年度予算において、都市機能や居住の戦略的な誘導に向けて、

都市全体の構造を見渡して立地適正化計画（コンパクトシティのための計画）を作

成し、まちの拠点となるエリアや居住を誘導するエリア等を設定する地方公共団体

に対し、都市機能の立地誘導、公共交通の充実、景観形成・緑化推進の取組等につ

いて重点的に支援を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地方都市】 

人口減少への対応 
 
都市機能の計画的配置、居住の誘導、公共
交通の充実による『多極ネットワーク型コン
パクトシティ』の推進 

【大都市】 

高齢者の急増への対応 
 
都市機能の計画的配置、公共交通の充実
による高齢化に対応したまちづくりの推進 

『都市機能の計画的な配置』 
医療・福祉施設等をまちなかで計画的に配置  

計画作成の推進 
 地方公共団体による計画

作成に係る費用を支援  

都市機能の立地誘導に係る助成・金融支援の強化  
 民間事業者による都市の生活を支える機能（医療・福祉・子育て支援・
商業等）をまちの拠点となるエリアに誘導するため、国による助成や民

都機構の金融支援を強化  
 地方公共団体が民間事業者に自らの公的不動産を安価で賃借させる
場合等に国からも民間事業者に対して直接支援 

景観形成・緑化推進を通じたまちの魅力・

居住環境の向上 
 居住や都市機能を誘導するエリアにおける良
好な景観形成や緑化推進に係る取組を支援 

『居住の誘導』※ 
集落の歴史､合併の経緯､人口の推移等

を意識してまとまりのある居住を推進 

※主として地方都市  

都市機能の立地誘導を支える公共交通等への支援強化 
 集積する生活機能等へのアクセスを確保するため、公共交通や
歩行空間の整備等への支援を強化  

『公共交通の充実』 
生活サービスへのアクセスの確保 

税制措置、法制度も含めた一体的・総合的な政策パッケージとして推進 

市町村が都市全体を見渡してマスタープラン（立地適正化計画）を作成 
→ まちの拠点となるエリアや居住を誘導するエリア等を設定 
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 ① 広域連携型コンパクトシティによる地域の活性化  

 

公共交通等のネットワークを介して、複数市町村による広域的な生活圏や経済圏が形成

されている場合、関連する市町村が連携して立地適正化計画（コンパクトシティのための

計画）を作成することにより、当該圏域における都市機能（医療、福祉、商業等）を一定

の役割分担の下で整備・利用することができ、広域的な地域の活性化と効率的な施設配置

を図ることができる。 

 このため、複数市町村で連携して行う立地適正化計画の作成及びその前提となる広域的

な立地適正化の方針の作成等を支援する。 

また、複数市町村で連携して立地適正化計画を作成した場合、複数市町村が機能分担し、

共同利用する医療、福祉、商業等の施設の立地、周辺市町村において必要となる施設の立

地及び複数市町村を結ぶ公共交通に対する支援を強化することにより、広域連携型のコン

パクトシティの構築を推進する。 

国 費 社会資本整備総合交付金（９，０１８億円）の内数 等 

 

 

 

 

（１）都市機能等の立地適正化による地域の活性化 

◎ 複数市町村の広域的な連携による立地適正化計画の作成により、都市機能等の立地の適正化を推進し、

広域的な地域の活性化を図る。 

公共交通への支援強化 

Ａ市とＢ町を結ぶ公共交通への 

支援を強化 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域 施設（病院等）への支援強化 

Ｂ町と機能分担、共同利用する場合、 

支援を強化 

施設（診療所等）への支援 

連携した立地適正化計画を作成した

場合、支援 

Ａ市 Ｂ町 

施設の機能分担・共同利用 

複数市町村で連携して行う 

立地適正化計画の作成等の支援 

広域連携型の立地適正化計画、広域的な立地適正

化の方針等の作成を支援 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

施 策 効 果 
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 ② 都市機能や居住を誘導するエリアにおける市街地の更新等  

 

コンパクトシティの実現に向けて都市の再構築を加速させるためには、医療、福祉、商

業等の都市機能を誘導する都市機能誘導区域においては誘導すべき都市機能の立地を含め

た市街地の更新を、居住誘導区域においては人口密度を維持し、生活サービスやコミュニ

ティが持続的に確保されるよう居住環境の向上を図る必要がある。 

このため、都市機能誘導区域において都市機能の立地に関するコーディネート機能を強

化するとともに、居住誘導区域において質の高い住宅等の立地、景観・歴史資源の整備・

活用、市民農園の整備を支援する。また、地域を支える公共交通ネットワークの構築に必

要な支援を行う。 

 

国 費 社会資本整備総合交付金（９，０１８億円）の内数 等 

 

地域を支える公共交通ネットワーク

の構築 
 
立地適正化計画及び地域公共交通網形

成計画に基づき、「コンパクト＋ネットワ

ーク」を一体的に推進するため、必要と

なるバス交通等の運行からパークアンド

ライドのための駐車場施設整備等に要す

る費用まで包括的かつ重点的に支援す

る。 

（総合政策局と連携して実施） 

 

 

 

 

 

 

質の高い住宅等の整備 
 
 防災・省エネルギー性能の向上、子

育てしやすい環境の整備等の緊急的な

政策課題に対応するため、民間事業者

等が行う質の高い住宅等の整備を支援

する。 

 

 

景観・歴史資源の整備・活用 

景観・歴史資源となる建造物の

修理・改修等や景観・歴史資源を

活用した地域活性化に資する取

組に対する総合的な支援を行う。 

市民農園の整備 

 緑・農と調和した魅力のあるまちづく

りの実現を図るため、生産緑地の買取り

申出に基づき農地の買取りを行い、市民

農園を整備する事業を支援する。 

＜整備イメージ＞ 

都市緑化 

省エネ 

バリアフリー 

◎ 市街地の更新や居住環境の向上を図ることにより、都市機能の集約化と一定のエリアでの人口密度の

維持を図ることができ、持続可能な都市構造への再構築が実現される。  

 

施 策 効 果 

（帰宅困難者対応） 
防災 

市街地更新の促進 
 
都市機能の立地に関する都市再生機構

(UR)のコーディネート機能の強化を行う。 

都 市 機 能 誘 導 区 域 

居 住 誘 導 区 域 公 共 交 通 

子育て支援 

バスターミナル 
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 ③ 地域の子育て支援等に対応した都市公園ストックの再編  

 

人口減少・少子高齢化の進行等に対応し、子育て世代が住みやすい生活環境づくり、健

康長寿社会の実現等を推進するため、都市公園について、地域のニーズを踏まえた新たな

利活用や都市の集約化に対応した、効率的・効果的な整備・再編を図る必要がある。 

このため、立地適正化計画等に基づき行われる、子育て支援や高齢社会対応等としての

整備や配置の適正化など、地方公共団体における都市公園ストックの機能や配置の再編を

支援する都市公園ストック再編事業を創設する。 

 

国 費 社会資本整備総合交付金（９，０１８億円）の内数 等 

 

 

施 策 効 果 

都市公園の配置の適正化により、

魅力の向上や維持管理の効率化を

図る。 

◎ 地域のニーズを踏まえた都市公園の効率的・効果的な整備・再編を通じた子育て支援、高齢社会への

対応等により、豊かな生活環境の整備に寄与する。  

◎ 。 

 

高齢者の健康増進に寄与す

る取組を促進する。 

 

○老朽化した施設を健康運動器具

系施設に再整備 

施 策 効 果 

 

 子育て世代が住みやすい生活
環境づくりを促進する。 
 

○保育所に隣接する街区公園を保育

所の認可に必要な屋外遊戯場とし

て活用 

○保育所や児童館と隣接する公園に

おいてアクセス性の向上のため園

路の整備等を実施 

都市公園ストックの再編イメージ 

機能の再編 

（子育て支援） 
機能の再編 

（高齢社会対応） 

配置の再編 

高齢者 
向け施設 

保育所等 

健康運動器具系
施設 

再編により整備した公園 

柵の撤去 
園路整備 

都市公園ストックの再編イメージ 

子育て 
支援施設 

○周辺の小規模公園を統合し、

公園を整備 

統合 

※支援対象となる都市公園の面積要件を緩和 
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 ① 地域のシンボルや観光拠点となる都市公園等の整備  

 

人口減少社会において、活力ある地域を形成するためには、地域独自の資源を活用して、

地域の個性を豊かにし、住民の地域への愛着を深める、観光をはじめとする他地域との交

流を進める等により、地域の賑わい等を創出することが重要である。 

このため、地域のシンボルや観光拠点の形成を図るために必要となる、地域の歴史・文

化・自然的資源を保全・活用した都市公園等の整備を進めるとともに、景観・歴史資源の

整備・活用を支援する。 

 

国 費 社会資本整備総合交付金（９，０１８億円）の内数 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）多様性のある地域の実現による活性化 

景観・歴史資源の整備・活用 
 

景観・歴史資源となる建 

造物の修理・改修等や景 

観・歴史資源を活用した 

地域活性化に資する取組 

に対する総合的な支援を 

行う。 

観光や賑わいの拠点等の形成 
 
 地域の歴史・文

化・自然的資源を

活用した観光拠点

や賑わいの拠点と

なる都市公園等の

整備を行う。 

◎ 歴史や文化といった地域独自の資源を活用した取組に対する支援を行うことにより、地域の賑わい等

の創出を促し、地域の活性化を推進する。 

施 策 効 果 
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 ② 歴史的風致を活用した広域観光周遊ルートの形成に向けた環境整備  

 

広域観光周遊ルートの形成と受入環境整備は、訪日外国人の増加を図るとともに、その

ルートに位置づけられた都市において、魅力の向上、賑わいの創出をもたらし、地域の活

性化に繋がるものである。 

広域観光周遊ルートの形成に向けた取組の一環として、地域固有の歴史・文化を国際観

光資源としてより有効に活用するため、歴史的風致維持向上計画認定都市（地域における

歴史的風致の維持及び向上に関する法律）において、官民により構成された協議会が作成

する整備計画に位置づけられた受入環境整備（人材育成、案内板の多言語化等のソフト・

ハードの取組）に対し、総合的な支援を行う。 

 

事業費 ２．６億円（皆 増）、国 費 １．２億円（皆 増） 

 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 広域観光周遊ルート形成に向けた受入環境整備を促進することにより、歴史的風致を活用した都市の

魅力の向上及び賑わいの創出が図られ、地域の活性化が実現される。 

施 策 効 果 

広域観光周遊ルートの形成 

観光庁と連携 

歴史的風致維持向上 

計画認定都市 

歴史的風致活用国際観光支援事業 

【広域観光周遊ルートのイメージ】 

官民により構成された協議会に

おいて整備計画を作成 

 

【歴史的風致維持向上計画認定都市における整備イメージ】 

案内板等の多言語化、歴

史的景観との調和に関する

ガイドラインの策定等 

歴史・文化を活用した訪

日外国人向け体験プログラ

ムの開発等 

歴史・文化ガイドリーダ

ー育成研修等 

観光案内所、休憩所等

の利便施設の機能向上等 

受入環境整備に係るデー

タ収集・分析、目標数値の

モニタリング等 
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 ③ 民間資金を活用した地域のまちづくりの推進  

 

人口減少の進展の中で、活力あるまちを構築するためには、住民をはじめとする民間主

体による自立的なまちづくりの実現を通じて、新たな地域産業や雇用を創出することが必

要である。 

このため、クラウドファンディング※を活用したまちづくり事業を支援する地方公共団体

等のまちづくりファンドに対して資金拠出により支援を行い、クラウドファンディングの

まちづくり分野への活用を促進する。 

※事業者と投資家をインターネットサイト上で結び付け、多数の投資家から少額ずつ資金を集める仕組み。 

 

事業費 ２．０億円（皆 増）、国 費 ２．０億円（皆 増） 

 

 

 

民間主体による自立的なまちづくりの実現（クラウドファンディングの活用支援） 

 ファンド組成支援  

○クラウドファンディングを活用したまちづくり事業を支援する地方公共団体等のまちづくりファン

ドに対して資金拠出により支援。 

◎ まちづくりに一層の民間資金を呼び込み、民間主体による自立的なまちづくりの実現を通じて、新た

な地域産業・雇用の創出に寄与する。 

施 策 効 果 
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 ④ テレワークの推進による多様な働き方の実現  

 

女性や高齢者の活躍による労働力の拡大、大都市への一極集中の是正による地方での雇

用の拡大等のため、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した、場所にとらわれない多様で柔軟

な働き方であるテレワークの推進が求められている。 

このため、総務省や厚生労働省と連携して、地方都市等においてテレワーク展開拠点（テ

レワークセンター）のモデル実証事業を実施し、当該施設が成立するための運営条件を検

証することにより当該施設の整備推進方策を検討し、テレワークの推進を図る。 
 

事業費 ０．５億円（４．２７倍）、国 費 ０．５億円（４．２７倍） 

 

 

 
 
 

テレワークの実証

関係省が一体となって強力な普及促進

総務省 厚生労働省国土交通省

（調査内容）
○まちづくりと関連させた形で、地方公共団体等による支援措置や施設の有効利用策
を組み合わせることにより、施設が成立するための要件を検証
－ 施設の運営が成立するために必要な機能、顧客数・規模、立地都市の経済規模

・特性
－ 施設の運営に必要な従業員数・設備・組織形態

（テレワークセンターの効果）
○地方都市等において、テレワークセンターが提供されることによる効果
－ 地方都市等での新たな働く場の創出と就業者の増加
－ 人口の確保による地方都市の活性化
－ 中心市街地の空き店舗の有効活用によるまちの賑わいの創出 など

テレワークセンターのモデル実証事業 

 

◎ テレワークセンターが成立するための運営条件を明確にし、地方公共団体や民間事業者に広く提供す

ることにより、その定着を図る。 

◎ ＩＣＴを活用した多様で柔軟な働き方の推進により、女性等の活躍の推進、新たな働く場の創出等に

よる地方都市等の活性化が図られる。 

施 策 効 果 
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３．都市の国際競争力の強化 

 

 

 

都市機能が集積しエネルギーを高密度で消費する拠点地区であって、災害対応の拠点と

なる地区における災害時のエネルギー不足は、業務継続や災害対応に支障をきたし、我が

国経済への影響も大きい。 

このため、当該地区において、エネルギーの自立化・多重化に資するエネルギー面的ネ

ットワークにより、災害時の業務継続に必要なエネルギーの安定供給が確保される業務継

続地区（ＢＣＤ：Business Continuity District）の構築を支援することにより、我が国

都市の国際競争力の強化等を図る。 

 

事業費 ２６．８億円（皆 増）、国 費 ３．５億円（皆 増） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災性に優れた業務継続地区の整備等による都市の国際競争力の強化 

業務継続地区を構築するための計画策定、コーディネート、施設整備（エネルギー供給施設、

ネットワーク、マネジメントシステム及び関連施設の整備等）を支援する制度を創設。 

防災性に優れた業務継続地区（ＢＣＤ）の構築（イメージ） 

コントロールセンター 

ホテル 

商業施設 

庁舎 

病院 

オフィス 

文化施設 

エネルギーセンター 

エネルギーセンター 

高度な防災拠点の形成 
非常時に系統電力の供給が停止

した場合でも、自立分散型電源に

より各ビルの業務継続に必要な

最低限の電気を供給。 

エネルギーセンター 

◎ 都市機能が集積し、災害対応の拠点となる地区において、エネルギーの自立化・多重化により地区全

体での業務継続機能が確保され、我が国都市の国際競争力の強化等が図られる。 

施 策 効 果 

３．都市の国際競争力の強化 

電気・熱のネットワーク 
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Ⅲ．平成２７年度税制改正事項 

 

１．成長戦略の推進・日本経済の再生 

 

○都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長 

 

都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域における特例措置の

２年間延長 

・所得税・法人税：割増償却（都市 5 年間 30%、特定 5 年間 50%） 

・登 録 免 許 税：建物の保存登記（本則 0.4%→都市 0.35%、特定 0.2%） 

・不 動 産 取 得 税：課税標準の特例（都市 1／5、特定 1／2（いずれも一定範

囲内において都道府県の条例で定める場合にはその割合）

を課税標準から控除） 

・固 定 資 産 税 等：課税標準の特例（課税標準を市町村の条例で定める割合 

（都市 3／5、特定 1／2 を参酌）に軽減、いずれも 5 年間） 

 

２．その他の項目 

 

○特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の 1,500 

万円の特別控除の延長（所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税） 

○関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設

に係る特別償却制度の延長（法人税） 

○民間都市開発推進機構の行う業務を収益事業の範囲から除外する特例措置

の拡充（法人税、法人住民税、事業税、事業所税） 

○都市再生安全確保計画に記載された備蓄倉庫に係る課税の特例措置の延長

（固定資産税、都市計画税） 

○市街地再開発事業等におけるグループ法人税制の適用に係る所要の措置 

（法人税、法人住民税、事業税） 

○市街地再開発事業の施行に伴う一定の新築の施設建築物に係る特例措置の

延長（固定資産税） 
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（この冊子は、再生紙を使用しています。） 


